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令和６年 多賀町議会２月第１回定例会再開会議録 

 

令和６年２月２８日（水） 午後１時３０分開会 

 

◎出席議員（１２名） 

  １番  神細工 宗 宏 君        ７番  菅 森 照 雄 君 

  ２番  清 水 登久子 君        ８番  富 永   勉 君 

  ３番  近 藤   勇 君        ９番  川 添 武 史 君 

  ４番  木 下 茂 樹 君       １０番  山 口 久 男 君 

  ５番  川 岸 真 喜 君       １１番  大 橋 富 造 君 

  ６番  竹 内   薫 君       １２番  松 居   亘 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    福祉保健課長 林   優 子 君 

  副 町 長 小 菅 俊 二 君    産業環境課長 飯 尾 俊 一 君 

  教 育 長 山 中 健 一 君    地域整備課長 藤 本 一 之 君 

  会 計 管 理 者 岡 田 伊久人 君    学校教育課長 伊 東 瑞 江 君 

  企 画 課 長 野 村   博 君    教育総務課長 谷 川 嘉 崇 君 

  総 務 課 長 本 多 正 浩 君    生涯学習課長 竹 田 幸 司 君 

  税務住民課長 小 菅 俊 二 君 

 

◎議会事務局 

  事 務 局 長 大 岡 まゆみ      書    記 渡 邊 美 和 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  議案第 ６号  多賀町議会議員および多賀町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第３  議案第２０号  令和５年度多賀町一般会計補正予算（第１０号）につ

いて 

               （予算特別委員長報告） 
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 日程第４  議案第２２号  令和６年度多賀町一般会計予算について 

               （予算特別委員長報告） 

 日程第５  議案第２３号  令和６年度多賀町国民健康保険特別会計予算について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第６  議案第２４号  令和６年度多賀町介護保険事業特別会計予算について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第７  議案第２５号  令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついて 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第８  議案第３０号  令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理

特別会計予算について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第９  議案第３１号  令和６年度多賀町水道事業会計予算について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第10  議案第３２号  令和６年度多賀町下水道事業会計予算について 

               （産業建設常任委員長報告） 

 日程第11  議案第３３号  多賀町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第12  議員派遣の件について 

 日程第13  委員会の閉会中の継続調査について 

       （総務常任委員会） 

       （産業建設常任委員会） 

       （議会広報常任委員会） 

       （議会運営委員会） 
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（開会 午後 １時３０分） 

○議長（松居亘君） ただ今から、令和６年２月第１回多賀町議会定例会を再開いたしま

す。 

                                        

○議長（松居亘君） なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 また、本日の本会議に町長から追加議案１件が提出されています。 

 それでは、日程表のとおり、総務常任委員長および産業建設常任委員長ならびに予算

特別委員長に付託案件の審査結果の報告を求め、各委員長に対し質疑の後、討論および

採決を行います。 

 再開に当たり、町長から挨拶をお願いいたします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 令和６年２月第１回多賀町議会定例会の再開に当たり、一言ご挨

拶を申し上げます。 

 本日、２月定例会を再開いたしましたところ、議員の皆様には大変ご多用の中ご出席

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本定例会は２月２日に開会し、本日までの２７日間には、２日の本会議をはじめ、６、

７日の一般質問、８日から１５日までの予算特別委員会をはじめ、各委員会におきまし

て、提出、説明をさせていただきました議案につきまして、慎重なご審議を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 なお、本日は本定例会の最終日でございますが、各委員会に付託をされました議案お

よび本日提出をさせていただきました多賀町介護保険条例の一部改正案につきまして、

円滑かつ適切なご決議賜りますようよろしくお願いを申し上げ、議会再開のご挨拶とさ

せていただきます。 

                                        

（開議 午後 １時３１分） 

○議長（松居亘君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（松居亘君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名はせず、開会

時の指名議員とします。 

                                        

○議長（松居亘君） 日程第２ 議案第６号から日程第１０ 議案第３２号までを一括議

題とし、総務常任委員長および産業建設常任委員長ならびに予算特別委員長より付託案
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件の審査結果の報告を行います。 

 初めに、総務常任委員長の報告を求めます。 

 ９番、川添武史総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 川添武史君 登壇〕 

○総務常任委員長（川添武史君） 総務常任委員会は、令和６年２月１４日、９時より１

１時まで、委員会室において、委員全員と執行者側より町長、副町長、総務課長、課長

補佐、また小菅税務住民課長、林福祉保健課長の出席を求め、定例会に２月２日、付託

を受けました総務課所管、議案第６号、税務住民課所管、議案第２３号、議案第２５号、

福祉保健課所管、議案第２４号を審議しましたので、会議規則により報告いたします。

各議案についての主な質疑を報告し、審査結果の報告といたします。 

 総務課所管では、「議案第６号 多賀町議会議員および多賀町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について」であり、公職選挙法施行

令に規定する自動車の使用およびビラの作成など公営に要する経費が、物価変動等を鑑

み限度額を引き上げ、改正されたことに伴い、多賀町においてもこれに準じて改定する

条例であり、供託金は町長選で５０万円、町議選で１５万円、公費で賄う選挙カーは１

日１万６,１００円、５日間で８万５００円、ハイヤーは１日６万４,５００円、燃料代

は１日最大７,７００円、運転手は１日最大１万２,５００円。今回から選挙用ビラ、町

議は１,６００枚の作成費用、最大１万２,３６８円。選挙用ポスターの作成費用、最大

で３６万２,８３４円は公費負担となり、業者が直接多賀町選挙管理委員会に請求する

ことになりました。 

 主な質疑を報告します。燃料代、運転手等の請求書がないが、どうするのかの問いに

対しまして、選挙カーの請求書と同様であり、コピーをして使用してくださいとの答弁

がありました。 

 質疑を終え、討論もなく、採決の結果、全員賛成で、可決すべきものといたしました。  

 また、税務住民課所管の「議案第２３号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会計予

算について」ですが、歳入では、国保税１億３,４１２万円、１,２３１万円の減。県交

付金７億１,７８３万円、５,７６６万円の増。一般会計からの繰入金６,５４６万円、

２１２万円減。前年度の繰越金３,９２０万円、１,５６２万円増など。 

 また、歳出では、保険給付費５億７,１９９万円、３,７５８万円増。高額療養費１億

２,０６１万円、２,２０２万円増。県への納付金、医療給付費分１億４,６００万円、

３１７万円増。後期高齢者支援金等分５,３００万円、１８０万円減。介護納付金１,６

００万円、１０万円増。特定健診、保健指導、健診情報など、管理栄養士などの費用に

１,６９７万円など総額９億５,７８７万１,０００円について審議をいたしました。 

 主な質疑では、国保加入者の推移と保険給付費６億９,７１３万円、５,９６０万円増

であるが、年齢別対象者と１人当たりの給付費はの問いに対しまして、令和４年度は１ ,

５９６人、５年度は１,４９０人、６年度は１,４２５人、９１６所帯を予算化している
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と答弁があり、また、対象人数は０歳から６４歳までが６４１人、６５歳から６９歳が

２９６人、７４歳までが４８８人と答弁がありました。１,４２５人で、１人当たりの

給付費は約５０万円と答弁がありました。 

 また、元気アッププロジェクト事業とはという問いに対しまして、特定健診を受けた

方に対して実施している事業で、レベルアップをする。ライザップに委託し、午前、午

後２回、栄養指導、体操、ストレッチ等の運動指導を実施し、令和５年度は、午前で２

５人、午後で１８人の参加があったと答弁がありました。 

 質疑を終え、討論もなく、採決の結果、全員賛成で、可決すべきものといたしました。  

 「議案第２６号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算について」、歳

入、保険料１億１２１万円、１,３６０万円増。一般会計繰入金３,３７７万、８７万円

増。歳出、広域連合納付金１億２,８０２万円、１,４１３万円増など、総額１億３,５

１５万円について審議をいたしました。 

 後期高齢者医療保険、被保険者数の推移は。今後まだ増加すると思うがの問いに対し

まして、令和４年度は１,３３７人、令和５年度は１,３９０人、令和６年度は１,４４

０人と見ている。また、今後、団塊の世代になり増えてくると思われるとの答弁があり

ました。 

 特別徴収と普通徴収があるが、違いはの問いに対しまして、特別徴収は年金等から引

き落とす。また、普通徴収は年金等が少ない人や年度途中で後期高齢者医療に加入され

る人など、納付書や口座振替で納付になると答弁がありました。 

 質疑を終え、討論もなく、採決の結果、全員賛成で、可決すべきものといたしました。  

 福祉保健課所管の「議案第２５号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計予算につ

いて」、歳入では、介護保険料、第１号被保険者保険料で、前年度より２９人減少の２ ,

４６３人、１億７,５３０万円、２２４万円減。国庫補助金は５,６９４万円、１３０万

円減。支払基金交付金２億１,８０９万円、７７万円減。県負担金等１億２,２５０万円、

７５万円減。一般会計繰入金１億４,４７２万円、１７６万円増。 

 歳出では、介護給付費、居宅サービス２億４,０００万円、グループホーム等地域密

着型サービスで１億１,５００万円、特別老人ホームなど施設介護サービスで３億３,５

００万円、６００万円の減。居宅介護住宅改修費、居宅介護計画費４,０００万円、３

３０万円増。介護予防サービス６００万円、２２７万円増。高額介護サービスなど２,

２６５万円。特定入所者介護サービス３,２００万。多賀町独自事業、紙おむつ給付費

４５０万円。地域支援事業費４,８４３万円。総額８億６,００３万円について審議をい

たしました。 

 しかし、令和６年１月に介護保険法施行令が改正され、第９期令和６年度から８年度

まで現行の１２段階から１３段階に変更になることから、低所得者の負担額を軽減する

ため、公費負担と高額所得者の増額となる。詳細は議会最終日に追加議案として提出す

るが、現予算で賄える予定と説明がありました。 
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 居宅介護住宅改修の補助金の上限はの問いに対しまして、住宅改修費の上限は２０万

円、紙おむつの対象者と限度額はの問いに対しまして、介護認定を受けないといけない。

要支援１、２の方は月額２,０００円、要介護１の方は３,０００円、要介護２の方は４,

０００円、要介護３の方は７,０００円、要介護４、５の方は月額８,０００円を支給さ

せていただいている。また、現在は月平均１００名の方が申請されると答弁がありまし

た。 

 質疑を終え、討論もなく、採決の結果、全員賛成で、可決すべきものといたしました。  

 以上で総務常任委員会の委員長報告は終わります。 

○議長（松居亘君） ただいまの総務常任委員長の報告の中で、令和６年度多賀町後期高

齢者医療事業特別会計予算について、議案第２６号と発言がございましたが、２５号に

訂正させていただきます。 

 また、多賀町介護保険事業特別会計予算につきましても、議案第２５号と発言がござ

いましたが、議案第２４号に訂正させていただきます。 

 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 １０番、山口久男産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 山口久男君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（山口久男君）  産業建設常任委員会に付託されました議案は、

「議案第３０号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特別会計予算に

ついて」、「議案第３１号 令和６年度多賀町水道事業会計予算について」、「議案第３２

号 令和６年度多賀町下水道事業会計予算について」の３議案であります。 

 以上の議案について、審査の経過ならびに結果について、会議規則の規定によりご報

告申し上げます。 

 去る２月１５日、午前９時より、委員全員と執行者側より町長、副町長、会計管理者、

各担当課長および係長、主査の出席を求め、委員会を開催いたしました。各課に関する

事項についてそれぞれ担当者から説明を受け審査を行いました。 

 以下、質疑の主な説明および審査の経過および結果について申し上げます。 

 「議案第３０号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特別会計予算

について」、びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特別会計は、びわ湖東部中核工

業団地内における植樹帯や公共法面、公共緑地の草刈り、支障木の伐採、剪定、街路灯

などの維持管理を行うもので、その主な財源は、基金から繰り入れて事業を実施するも

ので、令和６年度予算は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９２４万６,００

０円とするものです。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 街路灯修繕費２０万円についての質疑について、今年度の修繕の実績としては、支出

は０になっています。街路灯はＬＥＤ電球に交換したことにより、切れることは少ない

が、風雨や雪等の影響で、基板等故障のリスクがあることから修繕を見込んだ予算とな
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っていますとの答弁がありました。 

 支障木の伐採に入札制度を導入したことと、その予算が５割増しになったことについ

ての質疑に対し、これまでの予算額の計上の方法につきましては、町内にあります大滝

山林組合とびわ湖東部森林組合の参考見積り、作業の内容、現場の写真等を見て、どの

程度の値段でできるかで予算取りをしておりました。令和６年度の予算額については、

技師に依頼して設計書を作っていただいて、決められた単価によって積算していくと、

増額予算になりました。入札をする際には、設計額を見込んだ結果がこの金額になりま

したので、その分、予算額の値段が高くなったというような認識ですとの答弁がありま

した。 

 担当課として、大滝山林組合とびわ湖東部森林組合からの聴取はされたのかとの質疑

に対し、これまでの委託業務の中では、大滝山林組合が所有されている山林に伐採木を

処分されていたため、その分伐採木を処分されたので、処理費がかからないため費用が

安くなっていると思います。一般競争入札になりますと、処分費用については、処分す

る山の有無に関わらず、適切な業者に発注するため、その分費用も増えるのではないか

と思いますとの答弁がありました。 

 一般競争入札についての質疑に対し、競争原理を働かせることは入札監視委員会の指

示です。したがって、今回一般競争入札をする上で、きちんとした積算をしなければな

らない。当然、産廃処理費も見なければならないとの答弁がありました。 

 以上の質疑の後、採決を行い、「議案第３０号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地

公共緑地維持管理特別会計予算について」、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 「議案第３１号 令和６年度多賀町水道事業会計予算について」、収益的収入及び支

出の予定額は、収入で３億６,４７４万円、支出で３億１,２５７万円とし、収支差引き

５,２１７万円の利益を見込んでいます。 

 資本的収入及び支出は、資本的収入の総額は５,１１０万円、資本的支出の総額は２

億３,３９６万７,０００円とし、その不足額は、消費税および地方消費税資本的収支調

整額および損益勘定留保資金で補てんするものです。他会計からの補助金では、起債償

還のため、元利償還の３分の１相当の５,０６９万３,０００円を一般会計から繰り入れ

るものです。 

 水道事業収益の主な収入は、営業収益２億７,８１２万３,０００円とし、そのうち、

水道使用料は２億６,５９０万７,０００円、他会計負担金は、消火栓維持管理費として

５７８基分の１,１５６万円を見込んでいます。営業外収益の他会計補助金では、起債

の元利償還金１億５,２０７万７,０００円の３分の１相当、５,０６９万３,０００円を

一般会計から繰り入れ、長期前受金戻入として、繰延収益の収益化のため３,５２７万

円の収入を予定しています。 

 収益的支出の主な支出は、浄水処理施設の保守点検管理や原水水質検査費用などの委



－８－ 

託料として２,９５６万１,０００円など、取水ポンプ、送水ポンプの動力費としては２,

１００万円などを計上であります。配水および給水費では、量水器検針委託料、浄水水

質検査委託料など総額１,３５３万３,０００円。総係費では、職員２名の給与、手当、

法定福利費等２,２０１万４,０００円の計上です。減価償却費では、建物や構築物など

固定資産減価償却費として１億６,４３６万円の計上です。営業外費用では、企業債利

息として３,３９５万９,０００円の計上です。 

 資本的収入の主なものは企業債で、老朽管更新事業等に要する費用として５,０００

万円の計上です。 

 資本的支出の主なものは、水道改良費として、水源地整備委託料のほか、工事請負費

では、多賀地区での老朽管更新事業や楢󠄀崎地区ほかでの舗装本復旧工事に要する費用と

して１億１,４４１万９,０００円の計上です。 

 企業債償還金では、老朽管更新や施設改修のため借り入れた企業債の償還に要する費

用として１億１,８１１万８,０００円の計上です。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 能登半島での地震の際、上水道の損壊によりいまだに１万人ぐらいの方が給水できて

いないという状況であるが、多賀町での上水道の施設はどうかとの質疑に対し、敏満寺

浄水場の老朽化の問題もあり、現在多賀地区の再整備計画を進めている段階です。敏満

寺浄水場や大谷配水地の建て替えのほか、導水管等もルートの見直しや管の更新が必要

になると思っておりますとの答弁がありました。 

 非常時の対応についての質疑に対し、犬上３町も共通の問題であり、県内においても

それぞれの事業体が技術者を確保できていないということですと。滋賀県においては、

事業体の広域連携を推進されており、資材や機材等の共有や職員の育成などで連携でき

ないか検討されており、非常時へ対応するために協議していきたいとの答弁がありまし

た。 

 水源の調査についての質疑に対し、候補としては、中川原か土田の近くでもう一つ井

戸が確保できないか調査したいと考えておりますとの答弁がありました。 

 芹川水系の硬度と犬上水系の硬度はどれだけか。ブレンドしてどれだけの硬度で給水

しているのかとの質疑に対し、芹川水系の硬度は大体１３０から１４０程度です。犬上

川の水系では７０から８０程度であり、これをブレンドすることで硬度を１００以下に

下げて給水していますとの答弁がありました。 

 南後谷の水源地の硬度調整についての質疑に対し、軟水処理施設で硬度調整をしてい

ますとの答弁がありました。 

 以上の質疑の後、採決を行い、「議案第３１号 令和６年度多賀町水道事業会計予算

について」、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第３２号 令和６年度多賀町下水道事業会計予算について」、令和６年４

月１日より多賀町農業集落排水事業が特別会計から公営企業会計へ移行し、令和６年度
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多賀町下水道事業会計予算においては、農業集落事業会計予算と統合した内容となって

おります。 

 収益的収入及び支出の予定額は、収入で５億５,４１４万１,０００円、支出で５億４,

０７９万３,０００円とし、収支差引き１,３３４万８,０００円の利益を見込んでいま

す。 

 資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入の総額を１億４,３８９万９,０００円、

資本的支出の総額を３億７４１万６,０００円とし、その不足額は、消費税および地方

消費税資本的収支調整額および損益勘定留保資金で補てんをするものです。  

 収益的収入について、下水道事業収益では、営業収益３億３,５７０万３,０００円の

うち、下水道使用料として３億２,３６９万３,０００円を見込んでいます。営業外収益

の他会計補助金では８,１８０万円を一般会計より繰り入れ、長期前受金戻入として１

億２,８２０万５,０００円の収益化を予定しています。 

 収益的支出について、営業費用の主なものとして、管渠費では、管渠清掃やポンプ場

管理、雨水出水浸水想定区域図作成業務などの施設等の維持管理経費として３,８９９

万８,０００円の計上です。処理場費では、農業集落排水事業処理場ほかの施設稼働の

ための経費として１,５９９万１,０００円の計上です。流域下水道維持管理負担金では

１億３,５０１万６,０００円とし、減価償却費では２億８,３６２万３,０００円の計上

です。営業外費用の主なものとして、支払利息および企業債取扱諸費では、企業債利息

として３,４９８万５,０００円の計上です。 

 資本的収入の主なものは、企業債として９,５３０万円、他会計出資金として２,８２

０万円、補助金では、雨水排水整備工事や農業集落排水施設の設備更新工事に対する補

助金等として１,８８０万９,０００円の計上です。 

 資本的支出では、管渠整備事業として、雨水排水整備事業や下水道管渠整備事業の工

事負担金ほかを２,４９１万８,０００円とし、処理場整備事業費では、農業集落排水施

設の設備更新事業の工事請負等で１,０６１万円とし、琵琶湖流域下水道建設費負担金

として２,３４５万円の計上です。 

 企業債償還金は２億４,８４３万８,０００円の計上です。 

 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 管渠清掃委託料についての質疑に対し、管渠清掃はストックマネジメント計画に基づ

いて各年度ごととしているが、管渠の清掃を定期的にしないと管が詰まるとか、管路の

障がいを定期的に調査しないと分からない部分が当然出てくるので、調査清掃をしてい

る状況ですとの答弁がありました。 

 また、管路の対応年数はどうかとの質疑に対し、下水道の管路の減価償却期間として

は５０年ですとの答弁がありました。 

 起債の償還についてどれぐらいで返済計画を立てているのかとの質疑に対し、現在償

還のピークを下っている状況です。起債の返済終了年度は、下水道事業債に関しては令
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和３３年度、農業集落排水事業に関しては令和２０年が終了年度となっていますとの答

弁がありました。 

 萱原地区の下水道の接続人口は現在どうなっているのかとの質疑に対し、萱原に関し

て、令和６年１月末現在で、接続人口は１１８人であり、地区の人口で１５６人であり、

接続率は７５％程度になりますとの答弁がありました。 

 多賀サービスエリアの利用状況はどうかとの質疑に対し、サービスエリアに関しては、

コロナの時期に一時期落ち込んだというものもあるが、徐々に増加傾向にあり、毎月１

万ｔの利用状況ですとの答弁がありました。 

 以上の質疑の後、採決を行い、「議案第３２号 令和６年度多賀町下水道事業会計予

算について」、全員賛成で、原案どおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で産業建設常任委員会に付託されました審査結果の報告を終わります。  

○議長（松居亘君） 次に、予算特別委員長に、「議案第２０号 令和５年度多賀町一般

会計補正予算（第１０号）について」の報告を求めます。 

 ９番、川添武史予算特別委員長。 

〔予算特別委員長 川添武史君 登壇〕 

○予算特別委員長（川添武史君） 予算特別委員会は、令和６年２月８日、午前９時から

１２時まで、２月２日定例会において付託を受けました「議案第２０号 令和５年度多

賀町一般会計補正予算（第１０号）について」、委員会室において、委員全員と執行者

側より町長、副町長、総務課長、税務住民課長、福祉保健課長、産業環境課長、地域整

備課長、教育長、教育総務課長、企画課長および担当者の出席を求め、追加予算１億８,

３３５万円２,０００円、総額５６億６,８９１万３,０００円の質疑を行いましたので、

会議規則により報告をいたします。 

 総務課所管では、課長より普通交付税３,７９３万円の増額、寄附金、ふるさと納税

３,５００万円の増額、繰越金９,５３０万円の増、国庫、県支出金など１,２８５万円

の増、町債１７０万円の増、歳出、ふるさと納税返戻経費、納税分の半額、１,７５０

万円増、また、基金の積立てとして、減債基金に１,６７６万円、社会福祉基金１億円、

まちづくり基金１,７５０万円、次年度の繰越事業、国の特別定額給付金事業９０５万

円は、４月にずれ込む見込みと説明を受けました。 

 主な質疑では、交付税の増額の根拠はの問いに対しまして、国の税収増で令和６年度

交付税を前受けするもので、臨時財政対策債の返済、減債基金に積み立て、後で対策債

の返済に充てても良いと言われている。多賀町は減債基金に積み立てたと答弁がありま

した。 

 多くの方にふるさと納税を頂いた。御礼のメッセージは出しているのか。特に、長期

にわたり寄付をされている方もおられると思う。検討はの問いに対しまして、今までは

出していない。重要と思われるので検討したいと答弁がありました。 

 繰越金２億６,９８７万円。４年度の繰越額は。残りの使途はの問いに対しまして、
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４年度の繰越額は３億３,１２９万円で、現在６,１４２万円の残があると答弁があり、

５年度の精算と６年度の税収減に流用したいと答弁があり、これは専決処分でお願いを

したいと答弁がありました。 

 また、税務課所管において、国の補助金、戸籍情報連携システム整備事業補助金３２

９万円の受入れ、全額戸籍電算システム改修委託料として出費。戸籍情報システム整備

事業３８９万円、住民基本台帳・戸籍附票（振り仮名）システム整備事業１,１８０万

円は、次年度に繰り越すと説明を受けました。 

 主な質疑では、戸籍のシステムと住民票のシステムは別なのかの問いに対しまして、

戸籍は法務省、住民基本台帳は総務省の所管であり、サーバーは連結していませんと答

弁があり、多賀町でも別のシステムと答弁がありました。 

 また、全てが次年度繰越事業であるが、戸籍と住基システムとも同時にするのか。ど

ちらか先に振り仮名表示をするのか。相当な時間と費用がかかると思われるが、予定は

との問いに対しまして、国は、先に戸籍に振り仮名表示をすることとして、様式は未定

ですが、多賀町に戸籍のある方全てに振り仮名表示の確認をさせていただき、その後入

力をしていく予定である。相当な時間、労力は必要と思っている。国から明確な内容が

示されていませんが、必要となる人件費などは補正予算をお願いしたいと答弁がありま

した。 

 また、福祉保健課所管では、県の補助金、障害児者サポート事業補助金１７万円と歳

出の同事業負担金３４万円、国庫返還金、障害者自立支援費６０万円、児童福祉総務費

５８４万円、多賀町子ども子育て支援事業計画策定事業１４７万円、多賀町健康増進計

画食育推進計画策定業務３８７万円の繰越事業、入札不調などについて説明を受けまし

た。 

 主な質疑では、２つの繰越事業、両方とも重要と思われるが、なぜ入札不調になった

のか。今後の事業に影響はないのかとの問いに対しまして、子ども子育て支援事業計画

の入札については、コンサル業界が人手不足で入札に応じてくれない。随意契約で１社

と策定作業に入ります。今年度中にアンケート調査を終わり、６年度計画書を策定する

と答弁がありました。 

 また、健康増進・食育推進計画でも、プロポーザルの公募や入札等を４回執行したが、

応札はありませんでした。これも１社と随意契約で２月末よりアンケート調査をして、

６年度に計画書を策定すると答弁ありました。計画については、事業の取組方針を決め

るもので、令和６年度は現在の計画を延長して取り組んでいくと答弁がありました。 

 また、障害者サポート事業負担金、２４時間対応型利用制度支援事業、１市４町で負

担するとなっているが、どのような事業かの問いに対しまして、急に障がいの方のお世

話をする家族が病気などで介護ができなくなった場合、１市４町で彦根市高宮町の青い

鳥会彦根学園等にお願いをしている事業であり、各市町で負担していると答弁がありま

した。 
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 産業環境課所管では、上水道高取山配水地への加圧ポンプの故障復旧工事費２４万円、

災害復旧費、権現谷林道事業費１,３００万円の繰越事業について説明を受けました。

水道施設の管轄ではないのかの問いに対しまして、加圧ポンプ場までは水道施設であり、

加圧ポンプ以後は、高取山の固有施設であるため、産業環境課で所管をしたいという答

弁がありました。 

 また、地域整備課所管では、歳入で国庫補助金１,０４２万円、交付金４７７万円、

県補助金マイナス５８１万円、歳出では、道路橋梁費、県営事業負担金４４万円、橋梁

点検委託料１,８９５万円、スマートインター測量費１,０００万円減、スマートインタ

ー整備負担金１,８５０万円、河川費では、急傾斜崩壊対策事業実績で６４５万円の減、

町債、通学路等の整備費、県営道路整備に４３０万円増、県、町単独急傾斜地崩壊対策

事業２６０万円減。 

 多くの繰越事業、スマートインター事業４,０００万円。多賀・月之木線ほか通学道

路改修工事ほか６２４万円、岡山団地神田線通学路改修工事９３２万円、道路メンテナ

ンス、橋梁点検１５０か所中６４か所相当の事業費１,９４５万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、橋梁点検は、県道、国道は入っていないのかの問いに対しまして、町

道だけで１５０か所あり、５年に一度総点検を行うことが法律で定められている。今回

の補正予算と６年度予算でやりたい。県道、国道は県が管轄し、実施のスケジュールは

町と同じではないと答弁がありました。 

 スマートインター４,０００万円、繰越事業は飛球対策も含まれているのかの問いに

対しまして、上り線本体工事分であり、飛球対策分は入っていない。飛球対策は、ゴル

フ場が昨年ネットの張り替え等を設置されましたが、飛球は０ではありません。何らか

の対策が必要であり、今議会中に説明したいと思っていると答弁がありました。  

 また、教育委員会所管では、歳出のみで、保育所費、ガス料金の増額７４万円、認定

こども園費、同じく１０万円増、子育て支援対策費、返還金１２万円増、小学校費１６

万円増、あけぼのパークで開催される多賀のワニ化石企画展の日程が４月にかかるため

繰越事業になったと説明を受けました。 

 主な質疑では、ガス料金について、単価が違うが競争入札であるのかの問いに対しま

して、多賀ガス事業協同組合で納入をされている。単価は、施設ごとの使用量によって

違うと答弁がありました。 

 企画課所管では、繰越事業、都市公園整備事業１,９３３万円について説明を受けま

した。 

 主な質疑では、どのような経緯で繰越事業になったのか。工事の着工は早くても４月

ではないのかの問いに対しまして、造成工事と遊具工事の現場が完了次第着工できるよ

う準備を進めるため、１２月議会で補正予算を承認を頂き、１月に一般競争入札にて受

注者を決定し、繰越予算でお願いすることになりました。土木工事の着工は造成工事と

遊具工事との工程調整により４月頃になると考えており、早期に着工を目指すと答弁が
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ありました。 

 造園工事で植栽した苗木は若く、公園に適していないかと思われるが、枯れたときの

補償はどうなっているのかの問いに対しまして、造園工事の完了検査は全て終わってい

る。シカによる獣害を心配するところですが、植栽が原因で枯れるようなことがあれば、

枯れ損補償として対応していただくことになっていると答弁がありました。  

 質疑を終え、討論もなく、採決の結果、全員賛成で、可決すべきものといたしました。  

 以上で、予算特別委員会の報告を終わります。 

○議長（松居亘君） 暫時休憩いたします。 

 再開は議場の時計で２時３５分といたします。 

（午後 ２時２０分 休憩） 

                                        

（午後 ２時３３分 再開） 

○議長（松居亘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、予算特別委員長に「議案第２２号 令和６年度多賀町一般会計予算について」

の報告を求めます。 

 ９番、川添武史予算特別委員長。 

〔予算特別委員長 川添武史君 登壇〕 

○予算特別委員長（川添武史君） 予算特別委員会は、令和６年２月９日と１３日、朝９

時から５時まで、２日間にかけ、２月２日定例会において付託を受けました「議案第２

２号 令和６年度一般会計予算について」、委員会室において、委員全員と執行者側よ

り町長、副町長、教育長、会計管理者、各課課長および担当者の出席を求め、新年度の

予算、歳入、自主財源、町税、法人町民税３億９４０万円、２,３３５万円の増。個人

町民税３億２,１９９万円、４８１万円の減。固定資産税１０億６,３７２万円、１,６

００万円の増。軽自動車税、たばこ税、鉱山税など、合計１７億９,２１３万円、４,４

７９万円の増。 

 負担金、使用料、財産収入５,４２０万円、６２０万円の増。寄附金、ふるさと納税

等２億５,０００万円、１億５,０００万円の増。基金繰入金２億８２０万円、１,１６

０万円の減。雑入、施設型給付費代理受領２億１,０４０万円、中、小、こども園、保

育園、学童おやつ代など給食費保護者負担金４,４０６万円、出向職員給料戻入９００

万円、湖東圏域公共交通活性化協議会返戻金９６４万円、宝くじ交付金１,２４０万円

など３億１,９７０万円、１,４９０万円の増。 

 依存財源、交付税１４億５,０００万円、７,７００万円増。臨時財政対策債１,５０

０万円、２,５００万円減。地方譲与税７,４００万円、８７０万円の増。消費税交付金

２億円、法人事業税交付金５,０００万円等、県税交付金１,４６０万円の増。国庫補助

金５億５８０万円、デジタル基盤改革支援補助金など１億８,８３０万円の増。県支出

金３億１,２８０万円、町債、小学校費校舎建築５,９００万円、シルバー人材センター
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事務所建設費３,７５０万円、消防車買換え１,１００万円、スマートインター整備６,

２９０万円、県、町道改良費、急傾斜崩壊対策、通学路安全対策、団体営農地防災など

４,７８０万円、庁舎ＩＣＴ整備１,０００万円、合計２億４,３２０万円、８,３３０万

円増。総額５５億４,９００万円を各所管別に質疑をしましたので、会議規則により報

告をいたします。 

 総務課所管では、総務課、企画課、会計室の人件費ほか、ふるさと納税返礼品等の費

用１億２,４３２万円。庁舎管理費２,９８８万円。防犯灯設置、兄弟・姉妹都市交換事

業等１,６２２万円。川相出張費用１,１８７万円。消防費、彦根市に委託、広域消防に

１億４,２４９万円、多賀町消防団に３,２１７万円。集落の消防車、消火栓など消防施

設費に２,００６万円。災害対策費に１,３９３万円、予算総額の２２.５％、１２億４,

７４５万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、滋賀県は来年度の税収を減額しているか。多賀町は増額ですが、根拠

はという問いに対しまして、国は税収増と見ている。県は、慎重予算。工業団地をはじ

め、進出企業の業績がつかみきれない。減収などに繰越金残高６,０００万円を残した

い。固定資産税は、住宅団地の建築、企業の増築などで増収をすると見ていると答弁が

ありました。 

 シルバー人材センターの建設に伴う勤労者体育センターの跡地利用は、駅前開発など

重要な課題である。今後の予定はの問いに対しまして、解体を検討している。跡地利用

については、国８バイパス、インターチェンジなど総合的に考えなければいけない。あ

り方検討委員会などの組織を立ち上げることが必要と思うと答弁がありました。 

 ふるさと納税、大きく予算計上しているが、今後業者を増やす計画はの問いに対しま

して、現在、大津屋、楽天市場、ふるさとチョイス、ふるナビが中心であるが、今後は

アマゾンも検討していきたいと答弁がありました。 

 会計室では、任用職員の報酬、振込・振替手数料の増額、滋賀銀行委託料など４１１

万円の予算の説明を受けました。 

 主な質疑では、振込手数料がアップしたと聞いたが、何件あるのか。コンビニ収納の

手数料はの問いに対しまして、滋賀銀行間では２２円で６,５００件、他銀行は９０円

で５,０００件の予算です。コンビニ収納の取扱事務は、滋賀銀行の委託料に含まれて

いると答弁がありました。 

 また、議会事務局では、人件費、議員報酬４４０万円の減、退職議員の議員年金給付

費負担金６６８万円、三朝町交流事業および委員会研修、図書室のエアコン等の修理費、

議場の改修費３１９万円、総額６,８２９万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、委員会出席等の議員費用弁償について結論は出たのかの問いに対しま

して、平成２４年度から議会改革の中で廃止された。広報委員は議会広報作成のため多

くの出役があるため支払いを検討したが、６年度より委託業務の仕様内容が変更したの

で出役数が減るのではないか。状況を見て、６年度に検討していただきたいと答弁があ
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りました。 

 また、日置市との兄弟都市締結から４０周年になると思うが、記念式典はの問いに対

しまして、多賀町での開催となります。会場は多賀大社、参集殿と考えています。記念

品の交換および来賓挨拶、その後交流会、懇親会の予定です。記念品には、敏満寺出身

の漆工芸作家の品物を検討していると、総務課長から答弁がありました。 

 産業環境課所管では、人件費、塵芥処理費１億３,６２８万円、１,１７２万円の増。

し尿処理費５,４２０万円。農業費１億１,３２２万円。林業費１億８６２万円。商工費

２,８６３万円。観光費２,２７８万円。予算総額の８.６％、４億７,９８７万円の説明

を受けました。 

 主な質疑では、ため池改修工事が予算化されているが、防災の面からも重要である。

多賀町には何個のため池があるのか。今回、改修の箇所はの問いに対しまして、ため池

は、芹川堰堤が外れたので２１か所、重点ため池は１７か所である。今回の箇所は富之

尾の前の池と尼子池を国費で改修する。個人、集落のため池も、高額になるため国費で

対応することとなっている。 

 また、システム導入委託料は、高宮池の推移監視システムとなっているが、その他の

ため池の今後の対応はの問いに対しまして、高宮池は町の所有地であり、役場内のパソ

コンおよび担当者の携帯で水位監視ができるようになる。そのほかのため池については、

今後検討していきたいと答弁がありました。 

 また、大型農業機械購入補助金２００万円、６年度は０であるが、今回はないのかの

問いに対しまして、令和３年度は７件、４年度が１０件、５年度は４件、合計２１件に

補助をしてきた。担い手農家は２４件であり、おおむね補助をさせていただいたのでは

ないかと答弁がありました。 

 福祉保健課所管では、人件費、民生費、老人福祉費８,０３０万円、５,１３７万円の

増。障害者自立支援費等１億４,６４６万円。福祉医療助成費６,６８３万円。児童手当

等児童福祉費１億８,２２２万円。がん検診、各種予防接種委託料、保健衛生費７,９６

６万円。ふれあいの郷の管理費１,４６０万円等、予算総額の１１.６％、６億４,１２

１万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、児童手当が変更されると聞いているが、変更後を聞きたいとの問いに

対しまして、１０月に変更になる。１つ目は、１５歳までが高校生まで拡充。２つ目は、

所得制限をなくす。３つ目は、第３子以降は一律３万円となるが、カウントの仕方が複

雑である。また、支給日が年３回が２か月１回で６回の支給になると答弁がありました。 

 子ども・子育て支援事業計画、国の事業として取り組んでいるのかの問いに対しまし

て、法定で５年に１回策定することになっている。国がガイドラインを出し、載せるべ

きものを列挙している。策定委員は１５人で選定済みであり、第１回は２月１９日に決

定していると答弁がありました。 

 企画課所管では、広報たがで４０９万円。町勢要覧作成費３００万円。地域おこし協
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力隊４人分、活動費を含めて１,９１８万円、地方創生費では５２３万円増、集落活動

推進費、コミュニティ助成事業助成金、まちづくり活動支援交付金、個性輝くまちづく

り活動支援事業補助金、若者定住支援事業助成金、合わせて２,８４３万円。国のガバ

メントクラウドに対する経費に１億８,３６５万円。ＬＩＮＥ拡張システムに３９６万

円。パソコン、プリンターの購入費５０４万円、公共交通関係では愛のりタクシーに４ ,

４７４万円。コミュニティバス運行対策補助金（湖国バス）に対して２,７８４万円。

近江鉄道線管理機構負担金および近江鉄道線輸送安全確保事業補助金２ ,５７９万円。

（仮称）結いの森公園関係では遊具工事５,０００万円、芝、樹木管理費１,２００万円

など、予算総額の９.７％、５億３,８７６万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、町勢要覧作成が１,０００部と聞いたが、広報同様なぜ全戸配布しな

いのかの問いに対しまして、近年、ほかの計画書でも概要版を配布し、全戸に配布して

いる。同様にさせていただきたい。希望者には配布すると答弁がありました。  

 国のガバメントクラウド、膨大な個人情報のデータが集められる。アマゾンと聞いた

が、外資系で機密は守れるのか。また、膨大な人件費が必要だが、国の支援はあるのか

の問いに対しまして、個人情報に関わるシステムは外資系の方が優れている。各自治体

でも、個人情報保護条例の改定は必要と考えている。人件費に対しては国の支援はない

ようであり、システムの移行時にはヒューマンエラーを起こさないように対応していき

たいと答弁がありました。 

 住民課所管では、国民健康保険特別会計繰出金６,５４６万円。後期高齢者医療特別

会計繰出金３,３７７万円。福祉医療助成費６,６８３万円、ほか人件費など３億７,４

２５万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、後期高齢者になると待遇が悪くなる。毎日医者にかかっているからい

いだろうと思われているようにしか取れないの問いに対しまして、６年度からは保健師

を採用し、後期高齢者の健康づくりと介護の一体事業として７５歳以上の健診部門に重

点を置きたいと答弁がありました。 

 また、高校生の医療費が４月１日からスタートするが、多賀町の対象者はの問いに対

しまして、高校生は２００名で４００万円を計上していると答弁がありました。  

 地域整備課所管では、人件費、合併浄化槽設置、維持管理に３４５万円。上水道事業

会計に５,０６９万円を繰り出し、また、公共下水道事業会計補助に６,５１４万円、下

水道事業会計として補助金５,６８０万円の繰出しを行う。また、地籍調査費は１,０３

２万円。道路橋梁費、スマートインター関係、町道改良工事など２億３,９０５万円、

１,７５２万円の増。河川費、急傾斜対策など５,３２６万円、２２９万円の減。予算総

額８.６％の４億７,８７５万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、県営事業の崩落土砂防止柵はどこの地区をするのかの問いに対しまし

て、大杉地区で公民館の裏側３００ｍ、防止柵は７３ｍの予定と答弁がありました。 

 また、道路上の動物の死体処理についての質問に対し、町道は道路管理者の多賀町で
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シルバー人材センターに委託する。国道、県道は、従来は県から委託を受けて多賀町で

処理していたが、今回から県が直接業者に委託するようになったと答弁がありました。 

 教育委員会所管、教育総務課、学校教育課では、人件費ほか保育所費４億３,４２１

万円、３,３１９万円増。２園のこども園費３億３,０６２万円、４,２７１万円の増。

放課後児童クラブはじめ子育て支援に７,７９８万円、４６９万円の増。小学校管理費

２億９,９５６万円、９,９５６万円の増、中学校管理費１億３,３２１万円、２,３９２

万円増。予算総額の２５.８％、１４億２,９５２万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、待機児童について各地で問題になっている。多賀町において保育園、

こども園で待機児童がいるのかの問いに対しまして、０、１、２歳で９人おられた。保

育士確保が難しいが、引き続き会計年度任用職員の確保に当たっていると答弁がありま

した。 

 また、保育園、こども園の給食が直営から民間委託されるが、食の安全はどのように

担保されるのかの問いに対しまして、これまで同様に、給食献立委員会を置いて担保し

ていく。食材についても、米は多賀産米、野菜についても、可能な限り町産材の提供を

お願いしているが、価格面で問題があると聞いていると答弁がありました。 

 最後に、生涯学習課所管については、人件費、結いの森の管理費２,３１０万円、２

２０万円の増。スポーツ推進委員などスポーツ関連費に８０５万円、２６５万円増。文

化財保護費６,５８４万円、２,４０２万円の増。あけぼのパーク多賀管理費２,７５２

万円、３９６万円の増。図書館費４,９００万円、２８４万円の増。博物館費２,９０６

万円、２５４万円増。ＢＧ海洋センター、グランド、たきの宮スポーツ公園など、民間

委託費が３,５４３万円、予算総額の５.２％、２億８,６８１万円の説明を受けました。 

 主な質疑では、青龍山の史跡敏満寺石仏谷墓跡の保存整備の進捗は。また、今後の予

定はの問いに対しまして、平成２８年度から保存整備工事に取り込んでいる。令和５年

度までの事業費、総額は７,４００万円であり、２分の１が国の補助金である。事業の

進捗状況は現在３５％ぐらいで、令和１０年度に完了予定ですが、整備に係る費用の予

算確保が難しく、１０年度の完了は難しいと答弁がありました。 

 中学校の部活の地域移行を国も考えているが、現況はの問いに対しまして、令和５、

６、７年、３年間でやればではなく、部活動をどうするのか、先生の働き方改革を含め、

先生の意見、地域の意見など、うまく仕切っていただく学校長ＯＢを採用して進めてい

る。本日２月１３日に初会合を計画していると答弁がありました。 

 質疑を終え、討論もなく、採決の結果、全員賛成で可決するものと決定をいたしまし

た。 

 以上で予算特別委員会の報告を終わります。 

○議長（松居亘君） 以上で、総務常任委員長報告および産業建設常任委員長報告ならび

に予算特別委員長の報告を終わります。 

 これより、総務常任委員長、産業建設常任委員長、予算特別委員長に対する質疑を行
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います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで質疑を終わります。 

 日程第２ 「議案第６号 多賀町議会議員および多賀町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第６号は、総務常任委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第６号は総務常任委員長の報告

のとおり可決されました。 

 日程第３ 「議案第２０号 令和５年度多賀町一般会計補正予算（第１０号）につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第２０号は、予算特別委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第２０号は予算特別委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第４ 「議案第２２号 令和６年度多賀町一般会計予算について」の討論を行い

ます。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第２２号は、予算特別委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第２２号は予算特別委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第５ 「議案第２３号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会計予算について」

の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第２３号は、総務常任委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第２３号は総務常任委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第６ 「議案第２４号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計予算について」

の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第２４号は、総務常任委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第２４号は総務常任委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第７ 「議案第２５号 令和６年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いて」の討論を行います。 

 山口議員。 

〔１０番議員 山口久男君 登壇〕 

○１０番（山口久男君） ただいま議題になっております「議案第２５号 令和６年度多

賀町後期高齢者医療事業特別会計予算について」、反対討論を行います。 

 ７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度は２００８年に導入されました。国民を年

齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に抱え込んで、負担増と差別を押しつける制度で

す。所得の少ない高齢者への保険料軽減の特例措置も２０１９年１０月から廃止されま

した。一昨年１０月１日からは、７５歳以上が支払う原則１割の医療費窓口負担が２割

になり、一定所得の高齢者は窓口負担が２倍になりました。 

 さらに、政府は７５歳以上の医療保険料引上げなどを盛り込んだ健康保険法改定は、

年収が１５３万円を超える７５歳以上の後期高齢者を対象に、医療保険料を大幅に引き

上げるものとなっています。物価高騰の下、年金は目減りし、一昨年１０月からは後期

高齢者医療費の窓口負担も倍増しており、受診抑制が懸念されます。後期高齢者医療費

に占める国庫負担の比率は、制度発足から減っています。現役世代の保険料負担の上昇

を抑制するためというのであれば、国庫負担こそ増やすべきです。出産育児一時金の引

上げに伴い、財源の一部に後期高齢者の医療保険料増額分が充てられ、２０２４年度か

ら段階的に上限額が引き上げられます。弱い者同士で負担を押しつけ合うような仕組み
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です。大企業、富裕層優遇の是正、大軍拡予算の見直しにより、財源を確保すべきです。

７５歳以上の高齢者はもともと病気にかかりやすく、治療にも時間がかかる世代です。

負担を苦にした受診抑制で重症化や手後れに至る深刻な事態も後を絶ちません。  

 こうした負担増計画に食費を削ったり、受診を我慢したり、薬を減らしてもらうしか

ないなどの切実な声を聞いております。通院を減らせば病気が悪化して、結果的には国

の財政を圧迫をしてしまいます。政府は、現役世代との負担の公平性、現役世代の負担

の軽減と口実を並べています。しかし、現役世代もいずれは年を取る上に、既に親の医

療費を肩代わりしている人もいます。病気になりがちな上、収入の手段も限られている

高齢者だけを１つの医療制度に集め、負担増か給付減かを迫る制度の破綻はいよいよ明

らかです。 

 高齢者をお荷物扱いするこうした医療保険制度の廃止、公的年金削減と医療費の負担

増を強いる２倍化の見直し、さらなる後期高齢者保険料引上げの中止を求め、後期高齢

者医療事業特別会計予算について反対の討論とします。 

○議長（松居亘君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第２５号は、総務常任委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 多 数〕 

○議長（松居亘君） 起立多数であります。よって、議案第２５号は総務常任委員長の報

告のとおり可決されました。 

 日程第８ 「議案第３０号 令和６年度びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理特

別会計予算についての討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第３０号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第３０号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第９ 「議案第３１号 令和６年度多賀町水道事業会計予算について」の討論を

行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 
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 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第３１号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第３１号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第１０ 「議案第３２号 令和６年度多賀町下水道事業会計予算について」の討

論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は可決です。議案第３２号は、産業建設常任

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第３２号は産業建設常任委員長

の報告のとおり可決されました。 

 日程第１１ 「議案第３３号 多賀町介護保険条例の一部を改正する条例について」

を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第３３号 多賀町介護保険条例の一部を改正する条

例について」、ご説明申し上げます。 

 今回の改正は、令和６年１月１９日に第１号保険料の多段階化に係る改正等を行う介

護保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、これに基づいた第９期多賀町高齢者

福祉計画および介護保険事業計画の策定により、介護保険料に関する箇所に変更が生じ

たことに伴い、多賀町介護保険条例の一部を改正する必要があるため、提案させていた

だくものです。 

 まず、保険料率を定める第８条第１項につきましては、現行条例に定める保険料率が

令和３年度から令和５年度までの保険料を定めるものとなっておりますことから、これ

を令和６年度から令和８年度までと改めるものでございます。 

 介護保険料につきましては、今年度、令和６年度から令和８年度までの３年間の高齢

者施策や介護保険事業の運営方針を定めた第９期多賀町高齢者福祉計画および介護保険

事業計画の策定とともに、介護保険運営協議会において検討を重ねてまいりました。  

 高齢者のニーズ把握、人口、要介護認定者数、介護サービス利用者数および介護給付

費などの推移から、第９期中の事業費の見込みを推計し、第１号被保険者の介護保険料

の収納必要額を算出いたしました結果、第９期保険料の基準月額保険料は現行を上回る
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６,２２０円の見込みとなりましたが、運営協議会においての審議の上、介護給付費準

備基金の取崩しにより第９期の基準月額保険料については、現行６,１００円から１０

０円値下げし、６,０００円と設定することになりました。 

 さらに、所得段階を現行の１２段階から１３段階に多段階化し、これを基に所得段階

ごとの月額保険料に応じて年額保険料を定め、令和６年度から令和８年度に係る保険料

として改正するものでございます。 

 また、第２項から４項につきましては、低所得者についての保険料の減額賦課に係る

保険料率も改正されましたので、それを適用し、改正するものでございます。 

 第１０条第３項につきましては、引用先の法令の改正に伴い改正するものでございま

す。 

 なお、付則としまして、この条例は令和６年４月１日から施行し、令和５年度以前の

年度分の保険料については、従前の例によるものといたします。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。  

○議長（松居亘君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第３３号 多賀町介護保険条例の一部を改正する条例について」は、原案のと

おり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（松居亘君） 起立全員であります。よって、議案第３３号は原案のとおり可決さ

れました。 

                                        

○議長（松居亘君） 日程第１２ 「議員派遣の件について」を議題とします。 

 本案は、会議規則第１２８条の規定により、お手元に配布しておりますとおり議員を

派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣することに決定しまし

た。 

                                        

○議長（松居亘君） 日程第１３ 「委員会の閉会中の継続調査について」を議題としま

す。 



－２３－ 

 本案は、総務常任委員会および産業建設常任委員会ならびに議会広報常任委員会、議

会運営委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布した所

管事務調査事項について、閉会中の継続審査の申出がありました。 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことに決定しま

した。 

 お諮りします。これまで議決されました議案について、その字句、数字その他の整理

を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松居亘君） 異議なしと認めます。 

 よって、字句、数字その他の整理は議長に一任することに決定しました。 

 以上で、本日の議事日程および本定例会に付された案件は全て終了しました。 

 去る２月２日開会、本日までの２７日間の会期にわたり、終始熱心にご審議、ご審査

賜り、また、議会の運営に関しましても格別のご協力を頂き、誠にありがとうございま

した。 

 これをもって令和６年２月第１回多賀町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ３時１７分 閉会） 
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